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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
第
五
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
け
る
市
町
村
の
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拠
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に
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国
の
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に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
全
国
平
均
の
基
準
額
の
月
額
で
、
第
一
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
が
二
千
九
百
十
一
円
、
第
二

期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
が
三
千
二
百
九
十
三
円
、
第
三
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
が
四
千
九
十
円
、
第
四
期
介
護
保

険
事
業
計
画
期
間
が
四
千
百
六
十
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
全
国
平
均
の
基
準
額
の
月
額
で
、
五
千
円
前
後
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
各
都
道
府
県
の
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
の
執
行
実
績
の
総
額
は
、
平
成
二
十
一
年
度
が
約
百
十

九
億
円
、
平
成
二
十
二
年
度
が
約
七
百
二
十
一
億
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
三
年
度
が
約
千
七
百
四
十
三
億
円
と
な
る
見
込
み

で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
度
末
に
お
け
る
同
基
金
の
残
高
の
総
額
は
、
約
六
百
二
十
八
億
円
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保

険
事
業
に
係
る
保
険
給
付
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
を
提

供
す
る
体
制
の
確
保
等
に
関
し
、
高
齢
者
が
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
と
な
っ
て
も
、
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域

に
お
い
て
継
続
し
て
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
提
供
体
制
の
整
備
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と

の
考
え
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
第
五
期
介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
、
基
本
指
針
に
お
い

て
、
同
様
の
考
え
を
示
す
予
定
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
。
平
成
二
十
五
年
度
以
降
に
お
け
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
施
設
等
の
整
備
に
対
す
る
支
援
に
つ
い

て
は
、
今
後
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

二



六
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
基
金
の
造
成
の
た
め
の
補
助
金
等
の
交
付
は
、
当
該
補
助
金
等
に
係
る
経
費
を
支
出
す
る
年
度

の
予
算
に
お
い
て
計
上
し
、
国
会
の
審
議
を
受
け
議
決
を
経
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
予
算
の
単
年
度
主
義
の
例
外
を
な

す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
基
金
の
造
成
の
た
め
の
補
助
金
等
の
交
付
は
、
当
該
基
金
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
事
業
が
国
の
政

策
目
的
に
か
な
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事
業
が
複
数
年
度
に
わ
た
り
、
毎
年
度
当
該
事
業
に
対
し
て
助
成
す
る
よ
り

も
、
特
定
の
年
度
に
お
い
て
基
金
の
造
成
に
対
し
て
助
成
す
る
方
が
当
該
事
業
の
円
滑
な
執
行
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

に
限
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
個
別
の
事
業
の
助
成
に
関
す
る
予
算
措
置
に
つ
い
て
は
、
各
年
度
の
予

算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


